
令和７年12月18日　野々市市教育部教育総務課

No 資料名 ページ 質問内容 回答

1 実施要項 1

参加資格に記載のある『②令和６・７年度
野々市市競争入札参加資格者名簿（建物管
理業務等）において、 業種「清掃業」、
「空気環境測定業」、「飲料水貯水槽清掃
業」、「空調設備保守管理 2 業」、「消
防設備保守管理業」、「電気設備保守管理
業」及び「設備機器運転監視業」 （以下
「指定業種」という。）のうち、３以上の
業務で登録されていること。』は、参加申
し込み時点で名簿に登録されていることが
必須でしょうか。
業務開始までに入札参加資格申請に必要な
資料等を提出することで、今回のプロポー
ザルに参加することが可能となるでしょう
か。

令和８年１月５日から令和８・９年度の競争入札参加資格者名簿（建物管理業
務等）の登録申請を受け付ける予定であることから、業務開始までに競争入札
参加資格者名簿に登録の見込みがある場合も可とします。これに伴い、実施要
項の要件の一部を修正します（ホームページに修正版の実施要項及び様式を掲
示します）。

2 実施要項 4

参加申込書の提出における提出書類である
『⑤配置予定の総括維持管理責任者に関す
る調書』において、記載した責任者の在職
証明書類、資格証写し、実務の状況を確認
する契約書写しは不要と認識して良いで
しょうか。

本プロポーザルにおいては提出不要です。なお、優先的交渉事業者選定後の契
約等の詳細協議の際に提出・提示を求める場合があります。

3 実施要項 4
参加申込書の提出書類において、押印が必
要である書類は①参加申込書と⑥誓約書の
２つと認識して良いでしょうか。

お見込のとおりです。なお、当該書類に押印する印は、代表者印又は社印のい
ずれかで可とします。代表者印の場合、印鑑登録証明書の提出は必要ありませ
ん。

4 実施要項 4

参加申込書の提出における提出書類である
『③企業概要調書』において、法人登記事
項証明書、納税証明は写しを提出しても問
題ないでしょうか。

写しの提出を可とします。なお、必ず指定する期間内のものとしてください。

5 実施要項 4

参加申込書の提出における提出書類である
『④類似業務の実績調書』において、対象
施設が仕様書上で確認できない場合（例え
ば敷地内にある建物と記載されている等）
は、施設数を調書に記載すれば評価時に実
績点としてカウントされると認識すればよ
いでしょうか。

仕様書で確認できる施設数を実績点でカウントします。
なお、ここでいう「施設数」は、「特定の目的のために設けられた施設の数」
であり、「構造物としての棟数」ではないことに留意願います。
（例１）同一敷地内に独立した建物１、建物２がある場合
　　　建物１と建物２が同一目的用途（例：両方ともＡ小学校校舎）→１施設
とカウント
　　　建物１と建物２が別施設用途（例：建物１は図書館、建物２は公民館）
→２施設としてカウント
（例２）同一建物内に複数の用途がある場合→１施設としてカウント

6 実施要項 5

企画提案書枚数について、３０枚以内とあ
りますが、Ａ３サイズ資料の折り込みを
行った場合、Ａ３サイズの枚数カウントは
２枚となると認識して良いでしょうか。

Ａ３サイズは、１枚につき１枚とカウントします。

7 実施要項 5

企画提案書について、資料の表示する向き
については縦横は任意、印刷についても片
面両面は任意と認識して良いでしょうか。

お見込のとおりです。

8 実施要項 5
企画提案書について、フォントの書体、大
きさについて指定はないと認識して良いで
しょうか。

お見込のとおりです。

9 実施要項 5

企画提案書の枚数カウントについて、表示
および目次、裏表紙は提案内容が記載して
いない限りはカウントしないと認識して良
いでしょうか。

お見込のとおりです。

10 実施要項 5
企画提案書の正本表紙に記載する起案者は
事業者名であり、押印は会社印と認識して
良いでしょうか。

お見込のとおりです。なお、当該書類に押印する印は、代表者印又は社印のい
ずれかで可とします。代表者印の場合、印鑑登録証明書の提出は必要ありませ
ん。

11 実施要項 5

企画提案書の副本に記載することができな
い『起案者が特定できる表示及び記載のな
いものとする』とありますが、取組実績に
関わる内容は記載しても良いでしょうか。

記載可とします。なお、企画提案書内に事業者名やロゴ等など直接的に特定で
きる表示や記載はしないでください。

12 実施要項 6

参考見積書に臨時維持管理業務の上限金額
が税抜きで記載されていますが、記載する
金額はすべて税抜きと認識して良いでしょ
うか。

お見込のとおりです。参考見積書では、各業務の税抜金額と消費税等額を分け
て記載することとしております。

13 実施要項 6

参考見積書における内訳の考え方につい
て、『通常維持管理業務』『臨時維持管理
業務』では提案者が元請けとなり業務を実
施するのか、提案者が支払い代行者とな
り、市が発注して事業者が実施した業務に
対して金額を支払うのかどちらの認識で
しょうか。

提案者が元請となり業務を実施することを想定しています。
なお、提案者は業務内容に応じて協力事業者等に再委託することは可としてい
ます（仕様書２ページ「８　再委託の承認」参照）。

14 実施要項 6

参考見積書における内訳の考え方につい
て、『通常維持管理業務』『臨時維持管理
業務』には、業務の実施に伴う監理経費は
計上しないため、各業務を実施する事業者
の金額をそのまま計上する必要があるので
しょうか。包括管理をする事業者は、それ
らの業務には何も経費をつけることはでき
ないと認識して良いでしょうか。

通常維持管理業務、臨時維持管理業務の実施に直接必要な経費は、当該業務に
係る包括管理する事業者の経費を含めそれぞれの業務費に計上して差し支えあ
りません。
なお、マネジメント業務における監理経費は、包括的業務委託という業務の特
殊性による人的配置や業務集約に係る経費を想定しています。

野々市市小中学校施設包括的維持管理業務に係る公募型プロポーザル実施に対する質問への回答
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15 実施要項 6

参考見積書における内訳の考え方につい
て、『通常維持管理業務』52,800,000円の
金額は、今回仕様書に記載のある通常維持
管理業務の令和6年実績金額と同等金額な
のでしょうか。令和7年度予算金額の合計
金額なのでしょうか。

令和８年度に通常維持管理業務に示す各業務を個別発注した場合における金額
の総計を積算基礎としています。

16 実施要項 6

参考見積書を作成するにあたり、過去3年
の『通常維持管理業務』『臨時維持管理業
務』について発注業務に対する、業務内
容、発注金額、発注先を開示いただくこと
は可能でしょうか。

実施要項５ページ「８　参加資格の確認通知」により参加資格有となった応募
者に対して開示します。なお、開示方法、開示時期は個別に連絡します。

17 実施要項 6

参考見積書に『事業者の責務によらない社
会的経済的動向等の経費変動リスクについ
ては、協議により勘案するもの』とありま
すが、記載のリスクに関しては、契約締結
前の詳細協議及び契約中に都度協議すると
認識すればよいでしょうか。
また、協議が整わない場合は、契約前であ
れば辞退が可能で、契約中であれば途中解
約が可能と認識すれば良いでしょうか。

優先的交渉事業者選定後の契約等詳細協議の際に、人件費や物価変動などによ
る契約額変更条件を整理したいと考えております。
なお、協議が整わない場合は、契約前であれば辞退可能ですが、契約中の場合
の途中解約については、解約に伴う諸条件を含め契約等詳細協議の際の協議事
項とします。

18 実施要項 6
参考見積書において、様式に記名する箇所
がありますが、会社印及び代表者印が必要
と認識すればよいでしょうか。

参考見積書に押印する印は、代表者印又は社印のいずれかで可とします。代表
者印の場合、印鑑登録証明書の提出は必要ありません。

19 実施要項 6

『臨時維持管理業務』について、予算内で
業務を実施すると思いますが、予算を超え
て業務が発生した場合は、臨時維持管理業
務の予算が増えて、マネジメント費も増え
ることになるのでしょうか。それとも包括
外で修繕業務（臨時維持管理業務に該当す
る業務）を実施することになるのでしょう
か。

臨時維持管理業務は予算内で実施することを想定しております。
なお、予算額を超えて臨時維持管理業務に該当する業務を実施する必要がある
場合は、市で判断の上、本包括的維持管理業務委託外で実施することとなりま
すが、この場合、当該業務を包括的維持管理業務事業者に発注することを確約
するものではありません。

20 実施要項 6

『通常維持管理業務』について、予算内で
業務を実施すると思いますが、各業務の実
施事業者から見積を取得した際に予算を超
えた場合、各業務の頻度及び範囲を調整し
て、予算内に収めるようにできると認識し
て良いでしょうか。また、それでも超過す
るようであれば、業務の繰り越しなど協議
ができる認識で良いでしょうか。

お見込のとおりです。

21 実施要項 7

プレゼンテーション及びヒアリングにて、
市で用意される機材について、ＰＣからプ
ロジェクタに接続するＨＤＭＩケーブルに
ついては市で用意される認識で良いでしょ
うか。
もし、提案者側で用意する場合、長さにつ
いてご教示ください。

ＨＤＭＩケーブルは市で準備します。

22 実施要項 7

プレゼンテーション及びヒアリングにおい
て、『説明は本事業を担当する者』とあり
ますが、本事業を担当する者（営業、業
務、管理者等）と認識して良いでしょう
か。

お見込のとおりです。

23 実施要項 7
プレゼンテーション及びヒアリングにおい
て、説明時に動画を使用しても良いでしょ
うか。

企画提案書の内容に沿ったものであれば可とします。

24 実施要項 10

契約における契約締結前の詳細協議におい
て、優先的交渉事業者が選定されたのち詳
細業務を実施すると思うが、業務開始まで
の期間が短いため、協議が業務開始までに
整わなかった場合は、事業開始時期が延期
されると認識して良いでしょうか。

市としては令和８年４月からの業務開始に向けて、優先的交渉事業者選定後、
速やかに協議させていただきたいと考えております。なお、現地確認や条件整
理等で協議に時間を要した場合は事業開始時期の変更について協議したいと考
えております。

25 仕様書 2

第1章総則6一般事項（10）に『対象設備等
の種別・数量について本仕様書に記載の内
容と現況に相違がある場合は、現況を優先
する』とありますが、増減があった場合の
契約金額変更は都度協議されると認識して
良いでしょうか。

現況に沿った契約を予定しております。また、契約後も機器の更新など後発的
な事由により現況が変更となった場合は増減の対象とします。

26 仕様書 2

第1章総則8再委託の承認（2）に『本業務
の一部を再委託する場合は、あらかじめ再
委託先及び当該再委託する業務の内容を記
載した書面を提出し、市の承諾を得なけれ
ばならない』とありますが、『通常維持管
理業務』『臨時維持管理業務』を受託者か
ら事業者へ委託する際（受託者が元請け会
社となる場合）も記載の対応が必要なので
しょうか。

お見込のとおりです。
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27 仕様書 2

第1章総則8再委託の承認（2）に『業務の
再々委託の場合も同様とする』とあります
が、本事業の範囲で現在市が事業者へ発注
している業務で、再委託されている業務若
しくは割合をご教示ください。

野々市小学校以外の６校の業務については、元請会社が直接施工しているとい
う認識です。野々市小学校の業務については、PFI事業によりPFI事業者（SPC）
が維持管理を行っており、業務のすべてが再委託（SPCからSPCの構成事業者へ
の委託（当該構成事業者からの再委託を含む）、構成事業者以外への委託）さ
れているという認識です。

28 仕様書 3

第1章総則13通常維持管理業務（2）『作業
完了報告書を作成の上、監督職員に提出』
とありますが、電子書類での提出があれば
紙での提出は不要と認識しても良いでしょ
うか。

お見込のとおりです。業務負担の軽減に資するものであればご提案ください。

29 仕様書 3
第1章総則14臨時維持管理業務（4）におい
て、過去3年間の該当する業務の実施件数
及び金額を施設別でご教示ください。

実施要項５ページ「８　参加資格の確認通知」により参加資格有となった応募
者に対して開示します。なお、開示方法、開示時期は個別に連絡します。

30 仕様書 4

第1章総則15不具合等への対応（1）におい
て、過去3年間の現地へ派遣が必要だと思
われた回数を施設別でご教示ください。

学校１校当たり、１～２回/月の頻度となります。

31 仕様書 4

第1章総則16業務実施計画の提出（1）にお
いて、本事業の範囲で過去3年間の業務実
施実績をご教示ください。優先的交渉事業
者となってからでは、業務開始まで時間が
少ないため、事前に過去の実績と各施設の
実施月、曜日、時間帯など指定がある場合
はご教示ください。

実施要項５ページ「８　参加資格の確認通知」により参加資格有となった応募
者に対して開示します。なお、開示方法、開示時期は個別に連絡します。

32 仕様書 4

第1章総則17報告書等の提出（1）（2）①
において、過去の同業務対応事業者は、同
様の期日で提出対応されていたと認識して
良いでしょうか。
過去に実施しておらず、今回から実施する
場合に現在の業務実施事業からこの対応を
理由に見積金額を上乗せされることも考え
ての確認となります。

現状は業務ごとに提出期日が異なっております。なお、仕様書の記載事項につ
いては、当該仕様書１ページ冒頭に記載のとおり契約等詳細協議において変更
することは可能であり、ご質問の書類の提出期日についても変更は協議の上可
能です。
参考として、当該期日は仕様書４ページ第１章総則18定例会議を見据え、当該
定例会議を月１回開催すると想定して記載しています（定例会議の頻度や方法
はあくまで事業者提案であることを申し添えます）。

33 仕様書 5

第1章総則21地域事業者の活用にあたり、
『通常維持管理業務』『臨時維持管理業
務』の現在の地域事業者発注率をご教示く
ださい。
また、近隣市とは具体的な自治体名でご教
示いただけると助かります。

近隣市は、本市と隣接する金沢市、白山市及びその周辺市町を想定していま
す。なお、現在の業務はすべて野々市市及び近隣市の事業者が受注しておりま
す。

34 仕様書 5

第1章総則21地域事業者の活用にあたり、
『通常維持管理業務』『臨時維持管理業
務』の業務発注先を選定する際に地域事業
者より遠方の事業者の方が安い金額で実施
できる場合でも、地域事業者へ発注するこ
とが望ましいでしょうか。

地域事業者の受注機会を確保するための取組みや地域事業者の技術力の底上げ
など、地域事業者への配慮や振興に資する考え方が整理されているのであれ
ば、遠方の事業者に発注することを妨げるものではありません。予算や技術力
など諸条件がある中で、どのように地域事業者の協力活用を進めるのかを企画
提案いただきたいと考えております。

35 仕様書 6

第3章特記事項において、事業者を選定す
る際に損害保険が未加入、経営状態が悪
い、連絡がつかない、安全対策がされてい
ない、報告書が指定日までに出てこないな
どを理由を選定しないことは認められると
考えてよいでしょうか。

お見込のとおりです。業務品質の確保や経営状況の観点から、受託者が各業務
の実施に当たり再委託先を選定する際、当該受託者の内部基準により選定しな
いことはあり得ることだと考えております。

36 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務におい
て、地域事業者が実施できない業務につい
て、受託者自らが業務を実施しても良いの
でしょうか。

問題ありません。

37 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務におい
て、全施設、全業務の最新点検報告書を開
示いただけないでしょうか。

実施要項５ページ「８　参加資格の確認通知」により参加資格有となった応募
者に対して開示します。なお、開示方法、開示時期は個別に連絡しますが、資
料が多いため、すべての報告書を開示できるかは確約できませんのでご了承く
ださい。

38 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務におい
て、指定の事業者がいる場合はご教示くだ
さい。（例　メーカー等その事業者のみで
しか実施できない等）

当該事例はないと認識しています。

39 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務におい
て、現在の業務実施されている事業者への
見積問い合わせは実施しても問題ないで
しょうか。

問題ありません。

40 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務（1）に
おいて、市から受託者が電気事業法によ
り、直接受託できない場合は、受託者は支
払いを代わりに行うものとして、市と業務
を実施する事業者とで契約を頂くと認識し
て良いでしょうか。

基本的は質問No13の回答のとおり元請となることを想定しておりますが、法令
等の規定により難しい場合は、質問で提示の方法を含め協議させていただきた
いと考えております。

41 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務（1）に
おいて、積算するのに必要な各施設の単線
結線図を提供いただくことは可能でしょう
か。
また、今までの停電点検頻度、停電点検に
伴うバックアップ電源用意の有無及び容
量、業務実施時間帯（月次点検、年次点
検、停電点検）をご教示ください。

単線結線図、頻度は「８　参加資格の確認通知」により参加資格有となった応
募者に対して開示します。なお、開示方法、開示時期は個別に連絡します。

42 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務（1）に
おいて、点検の対象となる発電機（非常
用、太陽光など）は存在しないと認識すれ
ば良いでしょうか。

お見込のとおりです。なお、点検対象ではありませんが、野々市小学校、御園
小学校、富陽小学校に太陽光パネルが設置されております。
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43 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務（1）に
おいて、点検事業者が変更となるときは、
届出にかかる費用は通常維持管理業務の費
用と認識して良いでしょうか。

お見込のとおりです。

44 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務（2）に
おいて、消火器の耐圧試験及び噴射試験、
連結送水管の耐圧試験は費用に含まれない
認識で良いでしょうか。

お見込のとおりです。

45 仕様書 6

第3章特記事項1通常維持管理業務（2）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

46 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（3）に
おいて、別紙2-3に記載のある面積は、
ワックスをかける面積と認識して良いで
しょうか。

お見込のとおりです。

47 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（3）に
おいて、記載のある『各箇所の床面状況に
応じて清掃方法、ワックスの種類及び塗布
方法』について、各施設での対応について
見積もりを行いたいのでご教示ください。

令和７年度野々市市内小中学校ワックス掛け業務に係る仕様書を添付しますの
でご確認ください。なお、仕様書上では特段のワックスの種類に指定はしてい
ませんが、令和７年度の業務ではユシロ「WAX　MONSTAR GOLD 」を使用してい
ます。また、令和７年度の施工範囲は廊下階段等となっており、教室は含まれ
ておりませんのでご留意ください。

48 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（3）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

49 仕様書 7
第3章特記事項1通常維持管理業務（4）に
おいて、各施設で交換用フィルターが何枚
存在するのかご教示ください。

機器の個数については仕様書のとおりですが、枚数は把握しておりません。

50 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（4）に
おいて、各施設及び各機器の床面からの取
り付け高さをご教示ください。特定高さ以
上になれば、リフターなどの機器を用意す
る必要が出てくるため、事業者で用意する
場合は見積金額に反映する必要があるかと
思います。床面から2メートル以内の立ち
位置で各機器のフィルター取り換えができ
る場合はご教示不要です。

リフターなど特別な機器は必要ありません。作業用脚立で作業可能な範囲で
す。

51 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（4）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

52 仕様書 7
第3章特記事項1通常維持管理業務（5）に
おいて、対象施設は富陽小学校のみと認識
して良いでしょうか。

お見込のとおりです。

53 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（5）に
おいて、対象業務は定期点検のみで簡易点
検は含まれていないと認識して良いでしょ
うか。

お見込のとおりです。

54 仕様書 7

第3章特記事項1通常維持管理業務（5）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

55 仕様書 8

第3章特記事項1通常維持管理業務（6）に
おいて、薬品注入装置にいれる薬品は点検
費用に含まれない認識で良かったでしょう
か。
含まれる場合、現在使用している薬品メー
カー、品番、量をご教示ください。

薬品費用は本業務に含まれておりません（各学校で購入予定）。

56 仕様書 8

第3章特記事項1通常維持管理業務（6）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

57 仕様書 8
第3章特記事項1通常維持管理業務（7）に
おいて、各対象施設で1検体と認識すれば
良いでしょうか。

お見込のとおりです。

58 仕様書 8

第3章特記事項1通常維持管理業務（10）に
おいて、対象施設の別紙2-7に記載されて
いる容量は、各施設水槽は1層のみ存在し
て、その1層の容量であり、有効容量と認
識して良いでしょうか。
また、各施設の貯水槽は2層式で断水は行
わず清掃を実施する必要があるでしょう
か。

当該部分の回答を反映した仕様書別紙２を提示しますので、ご確認ください。
これに伴い、実施要項の一部を修正します（ホームページに修正版の実施要項
及び仕様書別紙２を掲示します）。
清掃に伴う断水の必要性については、当該業務は各施設側と調整した上で実施
することとなりますので、現場の状況に応じて断水の必要性を判断することと
なると思われます。

59 仕様書 8

第3章特記事項1通常維持管理業務（10）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

60 仕様書 8

第3章特記事項1通常維持管理業務（11）に
おいて、対象施設は野々市小学校のみです
が、富陽小学校等は同業務の対象になるよ
うに思われます。本事業では、野々市小学
校のみが対象となると考えてよいでしょう
か。

お見込のとおりです。
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61 仕様書 8

第3章特記事項1通常維持管理業務（11）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

62 仕様書 9

第3章特記事項1通常維持管理業務（12）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

63 仕様書 9

第3章特記事項1通常維持管理業務（13）に
おいて、見積を行うため、各施設の対象と
なる機器について、種類、型番、数量をご
教示ください。

当該部分の回答を反映した仕様書別紙２を提示しますので、ご確認ください。
これに伴い、実施要項の一部を修正します（ホームページに修正版の実施要項
及び仕様書別紙２を掲示します）。

64 仕様書 9

第3章特記事項1通常維持管理業務（13）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

65 仕様書 9

第3章特記事項1通常維持管理業務（14）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

66 仕様書 9

第3章特記事項1通常維持管理業務（15）に
おいて、除去した異物を運搬処分する費用
は市側と認識して良いのでしょうか。
前回及び前々回の各施設の異物除去量をご
教示ください。

処分は市側で行います。なお、当該業務は初めて実施するため、過去の実績は
ありません。

67 仕様書 9

第3章特記事項1通常維持管理業務（15）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください。

本業務の結果により後年度予算措置が必要となる場合を想定し、令和８年10月
中旬までに市に調査結果が報告できるよう実施してください。その他の条件
は、各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

68 仕様書 10

第3章特記事項1通常維持管理業務（16）に
おいて、目が届く範囲で目視、手が届く範
囲で触診及び打診という認識で良いでしょ
うか。

お見込のとおりです。

69 仕様書 10

第3章特記事項1通常維持管理業務（16）に
おいて、毎回すべての箇所を点検するので
はなく、協議の中で各箇所の点検範囲や頻
度を調整することは可能と考えてよいで
しょうか。

お見込のとおりです。効率的、効果的な維持管理を行うための提案を期待しま
す。

70 仕様書 10

第3章特記事項1通常維持管理業務（16）に
おいて、軽微修繕を行う際に部品が必要な
際は、『臨時維持管理業務』の費用で購入
すると認識して良いでしょうか。

お見込のとおりです。その他、受託者側が指定する部材等を市が支給する「発
注者支給」も想定しています。

71 仕様書 10

第3章特記事項1通常維持管理業務（16）に
おいて、業務を実施する月、曜日、時間帯
の指定がある場合は各施設についてご教示
ください

各施設側と調整した上で実施するのであれば、特段の指定はありません。

72 仕様書 10

第3章特記事項2臨時維持管理業務におい
て、対応事業者選定の際に地域事業者で業
務を実施できない、もしくは希望する日時
までに対応ができない、希望金額では対応
ができない場合は、包括事業者で業務を実
施し、作業費も請求して良いでしょうか。

問題ありません。通常維持管理業務、臨時維持管理業務双方とも、本事業の受
託者が直接業務を行う、再委託事業者（協力事業者）が業務を行う、いずれも
可としています。

73 その他

本事業への参加申込書提出後、契約締結ま
での間であれば辞退できると認識して良い
でしょうか。その場合、指名停止などのペ
ナルティは発生しないでしょうか。また、
辞退するにあたり必要な書類があればご教
示ください。

ご質問の参加申込書提出後の辞退、優先的交渉事業者選定後の協議期間中の辞
退、いずれにおいても、辞退に対するペナルティは考えておりません。
なお、やむを得ず辞退する場合は、速やかに実施要項10ページ「17　担当部
署」の連絡先までメールでご連絡ください。折り返し必要な手続き等を連絡し
ます。

74 その他
本事業において、個人情報を扱うことがあ
る場合、どういった業務でどれくらいの情
報を扱うのかご教示ください。

本事業における個人情報については、市側担当者（各小中学校の教職員を含
む。）の氏名、連絡先について、業務連絡や作業記録への記載などを想定して
います。

75 その他
本事業において、現金の取り扱いがある場
合、どの業務でどのくらいの現金を扱うの
かご教示ください。

現金の取り扱いは想定しておりません。

76 その他

本事業は優先的交渉事業者の選定がされて
から、業務開始までの期間が短いため、事
前に契約書案を開示いただくことは可能で
しょうか。

実施要項５ページ「８　参加資格の確認通知」により参加資格有となった応募
者に対して開示します。なお、開示方法、開示時期は個別に連絡します。

77 その他

本事業は他自治体で指定がされている、市
内への事務所設置、総括維持管理責任者の
専属選任配置義務はないと認識して良いで
しょうか

お見込のとおりです。なお、独自提案することを妨げるものではありません。
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